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民 営 化 と 環 境 税

混合寡占モデルの場合一

大 堀 秀 一

1は じ め に

近年,民 営化 ・自由化に関する議論が多 くなされている。公的規制の対象と

されていた企業 と新規参人者 との問の競争,い わば混合寡占(mixedoligopoly)

という市場形態が多 くの国々において観察することができる。特に,政 府規制

産業に対する構造変革の時流の中で,電 力産業のような以前より公的に規制の

対象 とされてきた事業に新規参入が認められるようになってきた。 しか しなが

ら,政 府規制産業への新規参入がすすめれば,競 争が苛烈することで財の価格

が低下 し,そ のことが汚染物の廃棄を上昇 させることにつなが りうる。例を挙

げれば,電 力産業において,電 力自由化による競争の高まりが各企業にクリー

ンだが高価な燃料よりも,従 来の安価 な燃料の使用を促 し,各 企業の汚染削減

に対する技術開発 インセンティブを妨げる可能性が挙げられる1ン。だが,混 合

寡占の下でのこのような生産過程が環境汚染を引き起 こす という観点は,従 来

の環境政策研究コ)において考慮されてこなかった。

1)1990年 代 にお ける米国の電力産業 に対す る環境規制改革の結 果の一つ と して次 のようなものが

ある。ク リー ン ・エ ネルギーの採用 とエ ネルギー保全を 目的に排出権取引(emissionstrading)

が ブ ・・シュ政権時の 「ig90年大気浄化改正法」 として結実 したが,低 硫 黄炭 の燃焼 によ り排 出さ

れるSq、 を削減す るスクラバーの付設 は予想 よ りも少 なか った。その理由 として,① 低硫黄 炭

の価格が 低落 した ことによ り燃料転換 が排 出削減の主流 にな った こと,② 排出権価格が予想以

トに低 く推移 した こと,さ らに・③ 電力産業が規制緩和の時流 の中で リス トラクチ ャリングを

推 し進め ている時期であ ったた め,初 期費用が高 コス トであるこの削減 方法 を嫌 がったとい う事

情が挙 げられ る(小 林[20021)。

2)GmbbandUlph[蹴121は,環 境政策が産業内又は産業間の リストラクチャリング(re蹴uck曲1g)/
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公 益 事 業 民 営 化 ・自 由 化 に 関 す る理 論 的 ア プ ロ ー チ に よ る文 献 と して は,

BeatoandMas-Colell[1984],DeFralaandDelbollo[19891,[1990],Barros

[1995],White[1996],Matsumura[19981,Poyago・Theotoky[2001]等 が あ げ

られ る 。特 に,産 業 組 織 論 にお け る研 究 の 多 くで は,公 益 企 業 は社 会厚 生 を最

大 化 す る よ う,一 方で,民 間企 業 は 自己 の 利潤 を最 大 化 す る よ う行 動 す る,と

仮 定 し議 論 を進 め て い る。Poyago-Theot・ky[2001]は 混 合 寡 占 の 下 で の補 助

金 政 策 を議 論 した 。Poyago・Theotokyの 基 本 的 な結 論 は,最 適補 助 金,利 潤,

産 出 水 準 及 び 社 会 厚 生 水 準 ば ① 公 益 企 業 と 新 規 参 入 者 が クー ル ノー

(Coumot)競 争 をす る場 合,② す べ て の 企 業 が 利 潤 最 大 化 行 動 を と る場 合,

及 び ③ 公 益 企 業 が シ ュ タ ッケ ル ベ ル グ先 導 者(Sta(:ke】berg-leader)と して

行 動 す る場 合,如 何 にか かわ らず,そ れ ぞ れ の 値 は 同 一 とな る と して い る。つ

ま り,混 合 寡 占 にお け る最 適 補 助 金 の 下 で は,公 益 企 業 は 民 営 化 に対 す る イ ン

セ ンテ ィブ を持 た な い,と い う こ とを意 味 す る。

本 稿 はPoyago-Theot。kyの モ デ ル に,① 環境 汚 染 費 用,② 環 境 税,及 び

③ 環 境 汚染 削減 に対 す る 各企 業 の努 力(effort)パ ラ メー タを 導 入 す る こ とで,

混 合 寡 占の 下 で 各企 業 が 環境 汚染 を 引 き起 こす ケ ー ス に着 目 し,規 制 当 局 が企

業 の排 出す る汚 染 物 資 に対 して 環境 税 を課 す る場 合 の各 産 出 水 準,利 潤 及 び 社

会厚 生 水 準 を3つ の ケrス(① 混 合 ク ー ル ノ ー複 占競 争,② 純 クー ル ノ ー複

占競 争,及 び ③ 混 合 シ ュ タ ッケ ルベ ル グ複 占競 争)の 問で 比 較 ・検 討 す る も

ので あ る。 な お,シ ュ タ ッケル ベ ル グモ デ ル を用 い る の は,例 えば 中国 に お げ

る重 工 業 な どにみ られ る よ うに,国 営 企 業 主 導 の一 部 地 域 に お け る産 業 を考 慮

して い る か らで あ り,民 間企 業 は国 営 企業 の 産 出量 を所 与 と して産 出量 を決 め

るの が 現 実 的 に あ る た めで あ る、,

本 稿 の 構 成 は 次 の よ うで あ る。第H節 で は 本稿 の基 本 モ デ ルにつ い て述 べ る。

第 皿節 で,最 適 環 境 税 の下 で の公 益事 業 は民 営化 す べ きか ど うか を議 論 す る。

第W節 は そ の結 果 を述 べ る。

＼を押し進める白1'能性について指摘 している、
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ll基 本 モ デ ル

本稿では,1公 益企業,1新 規参入企業が同質的な財を生産する混合複占市

場を考える。企業0を 社会厚生を最大化するよう行動する公益企業,一 方,企

業1を 自己の利潤を最大化す るよう行動する新規参入企業(民 間企業)と し

(純クールノー複占のケースに関 しては.企 業0及 び企業1共 に民問企業とす

る),二 つの企業は同一の生産技術を所有するとする。つ まり,F(≧0)を 固

定費用,gを 企業の産出量とすると,費 用関数はC(g)=F+(1/2)κ(g)2で あ

る3〕。単純化のため,Fニ0及 び κ=1と す る射。各企業は税負担及び汚染排出

を抑えることを目的として,削 減技術開発を行う努力をするが,公 益企業より

も新規参入企業のほうが努力をすると仮定する。つまり,参 入企業の汚染削減

技術水準は公益企業のそれよりも効率的だとする。

逆需要関数は線形 とし次のように与えられる。

Pニ α一Q.α>0 .(1)

Pは 財の価格であ り.Q(=σ 〇+91)は 総産出量である。各企業は市場需要関

数に関しては完全な知識をもつ とする。環境税率をオとすると,企 業 ゴの利潤

関数は次のように表せる。

　 お
πゴ=P4一 工 」 生 一 ∫(9'一μ')(2)22

μ∫は企 業 ゴの汚 染 削 減努 力 パ ラメ ー タで あ る。μf≦g`と 仮 定 す る。 さ らに,μo

=0及 び μ1=μ ,す なわ ち μ。<μ1と 仮 定 す る。 これ は,μ の値 が 高 け れ ば そ

れ だ け企 業 の 汚 染 削 減 技 術 が 高 い こ とを 意 味す る。 つ ま り,規 制 当 局 が 環 境 税

を企 業 に課 す の は基 本 的 に は汚 染 排 出 を抑 制す る のが 目的 なの で,削 減 技 術 努

力 を上 昇 させ る こ と は汚 染 排 出 水準 を 低 下 させ る こ とにつ なが る。 社 会 厚 牛 は

レγ=CS十 πo十π1十ま(Q一μ)一Z)(3)

3)混 合寡占の分析において,産 出量に対する限界費用上昇の仮定は明白である、限界費用低下も

しくは一定と仮定した場合,市 場を公益企業が独占するためである,,

4〉 この仮定の トで も,モ デルの一般性を失うことはない・
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で 与 え ら れ る。CS=Q2/2は 消 費 者 余 剰 で あ り,Pニ4(Q一 μ〉2/2>0は 環 境

損 害 費 用 で あ り,4(>0) .は環 境 損 害 費用 関 数 の傾 きで あ る。 つ ま り,環 境

税 は各 企 業 の産 出 量 に対 す る効 果 を通 じて,間 接 的 に社 会 厚 生 に 影 響 を 与 え る

とす る、、

ケース1:混 合クールノー複 占

この ケー ス にお い て,新 規 参 人 企 業 は与 え られ た 環 境 税 の 下で 利 潤 を最 大 化

す る よ う産 出量 を決定 し,一 方,公 益 企 業 は社 会 厚 生 を 最 大化 す る よ う産 出量

を決 定 す る。 ゲ ー ムの順 序 は以 下 の とお りで あ る、,まず,規 制 当 局 は環 境 税 率

fを 設 定 す る。 次 に,各 企 業 は 規 制 当 局 が 設 定 した 税 率 の 下 で,同 時 に産 出量

を 決 定 す る。 ゲ ー ム は 第2段 階 よ り後 向 き 帰 納 法(backwardinduction)に

よ って解 く。

(3)と(2)よ り,第2段 階 にお け る均 衡 産 出量 は次 の よ うに表 され る51,、

κ1v_(2-4)ρ1十34μ 十(4十1)'9
。 一(4)24十5

酬_(4+1)α 一4μ一(4+2)∫9
1一(5)24十5

(4)及 び(5)よ り,税 率 の 上 昇 が 企 業0の 産 出 量 を 増 加 させ(δg静/δ ∫

=(4+1)/(24+5)>0) ,一 方 で,企 業1の 産 出 量 を低 下 さ せ る(δgFN/δ ∫

=一(4+2)/(24+5)<Ol)こ とが わ か る、,

第1段 階 に お い て,規 制 当 局 は 社 会厚 生 を 最大 化す る よ う最適 環 境 税 率 を設

定 す る。(3)よ り,一 階 の 条件 を 求 め る と.最 適(・ptima1)環 境 税 率 は 次 の

よ うに 表 さ れ る。

〆 坪一(24『1)θ 一44μ(6)24
十3

(6)を(4〉 と(5)に 代 入 し解 くと,各 企 業 の 産 出量.総 産 出量,環 境 損 害 費

5)卜 付 き 記 号MN,PN及 びMSを そ れ ぞ れ.混 合 クー ル ノー ・ナ ・ソシ ュ 複 占,純 クー ル

ノー ・ナ ッ シュ複 占 及 び混 合 シ コ.タ ・ソケ ルベ ル グ複 占 を 表わ す.,
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各企 業 の利 潤及 び社 会厚 生 は次 の よ うに表 され る。

捌v_超v_`7十4μ9ぢ一σ1-
24十3

Q〃 泥一2(α+4μ)24十3

酬一妥(糖 ア

癖一募(調

財ノv_3α2十2(442十74-3)`zμ 一(1742十364十14)μ2
π1-

2(24+3)2

(71)71

(7-al)

(7-b)

(7-c〉

(7-d)

騨 ∈2α2+(4α4-4一 ・)μ一2(24+1)
2(24+3)

(7-e)

(7イ)

ケース21純 クール ノー複占

この ケー スで は,各 企 業 は 共 に 民 間 企 業 で あ り,利 潤 最 大 化 行 動 を と る。

ケ ー ス1と 同様 に後 向 き帰 納 法 で 求 め る と,産 出量 は次 の よ うに表 され る。

P坪_P押_α 一fσ
。 一91一(8)4

課 税 が双 方 の産 出量 を低 下 させ る こ とが 容 易 に分 か る(δgfN/δ'=一1/4<0)。

次 に,第1段 階 で は規 制 当局 が 社 会 厚 生 を 最 大化 す る よ う環 境 税 率 を設 定 す

る,,し か し,求 ま る最 適 環 境 税 率 は ケー ス1,つ ま り複 合 ナ ッ シ ュ複 占 の場 合

の 同 じ値(6)と な る。 よ っ て,最 適 産 出 量,環 境損 害,利 潤 及 び社 会厚 生 もそ

れ ぞ れ(7)と 同 様 の値 とな る。 これ らの 結 果 はPoyagO-Theotokyと 同 様 で あ

る。

ケース3:混 合 シュタッケルベル グ複占

この ケ ー ス に お け る ゲ ー ムの 順 序 は以 下 の とお りとな る 。 第1段 階 に お い て

規 制 当局 は環 境 税 を企 業 に課 す る,、次 に,第2段 階 に お い て 公益 企 業 が 産 出 量
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を選 択 し,第3段 階 にお い て は参 入企 業 が 白 らの 財 を選 択 す る,と す る。 まず

は 第3段 階 よ り考 え る。 追 随 者(follower)で あ る新 規 参 入者(企 業1)は,

規 制 当 局 が 設 定 した 税率 及 び公 益 企 業(企 業o)の 産 出 量 を 下 に 産 出 量 を 決 定

す る。 つ ま り,新 規 参 入企 業 の産 出 量 は次 の よ う に表 さ れ る。

4ダs(9。,∫)一 α+9ヂs(9)3

第2段 階 で は先 導 者(leader)で あ る公 益 企 業 が,規 制 当 局 炉 設 定 した 税 率

の下 で 利潤 最大 化 行 動 を とる。 した が って,シ ュ タ ッケ ル ベ ル グ均 衡 に お げ る

各 企 業 の 産 出量 は次 の よ うに表 され る。

MS_(5-24)σ+64μ+(24+1)f9
ρ 一2(24+7)(10)

Af5_(24十3)α 一24μ 一(24十5)`9
1一(11)2(24+7)

ケー ス1と 同様 に,(10)及 び(11)よ り,税 率 の上 昇 が,公 益 企 業 の産 出 量 を

増 加 さ せ(δg〆s/δ'=(24+1)/2(24+7)>0),一 方,新 規 参 入者 の 産 出量 を低

下 させ る(δ4s/δ ∫=一(24+5)/2(24+7)<0)こ とが 分 か る。

最 後 に,第1段 階 で は規 制 当 局 は,自 己 の 決定 が どの よ うに 各企 業 の産 出量

決定 に影 響 を与 え るか 予 測 しな が ら,環 境 税 率 を設 定 す る。 した が っ て,ケ ー

ス1及 び2と 同 様 に最 適 税 率 を 求 め る と,こ れ もケ ー ス1及 び2の 最 適 税 率

(6)と 等 しい結 果 とな る、,した が って,最 適 産 出量,環 境 損 害,利 潤 及 び社 会

厚 生 に 関 して も(7)と 同様 な 結 果 が 求 ま る、,

ゆ え に,こ こまで の議 論 を ま とめ る と次 の 命 題 を得 る。

命題 たとえ各企業の汚染削減努力が異なっていても,規 制当局が設定する

最適環境税の もとでは,最 適環境税,各 企業の産出量,環 境損害費用,

利潤及び社会厚生水準は,① 公益企業 と新規参入者共にク・一ルノー競

争をする場合,② 各企業が利潤最大化行動をとる場合,及 び ③ 公益

企業が シュタッケルベルグ的先導者 として行動する場合,如 何にかかわ
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らず そ れ ぞ れ 同 一 の 値 で あ る、,

(73)73

III考 察

まず混合複占の両 ケースにおける課税の効果について考察する。(4)と

(15),又 は(10)と(11)よ り,環 境税率の上昇が公益企業の産出量を増加させ

(δg。/δ'>0),一 方,新 規参入者の産出量を低下させる(δg・/δ'<0)。 これは.

環境税が参入企業か ら公益企業へ産出量をシフトさせ ることを意味する。公益

企業は,産 業内における財の安定供給という観点から,課 税負担を通 じた民間

企業の産出量低下に対 して補完的な役割を演 じているといえよう。さらに.最

適環境税の下では双方の産出量が等 しくなることから,複 合寡占の下で環境税

を各企業に課す ことは費用効率的だということができる。

次に本稿で導出した命題について考察する。この命題が意味す るところは,

最適環境税の下では.規 制当局は公益事業を自由化させるインセンティブを持

たないとい うことである。 これは,民 営化(privalizatlon)・ 自由化以前の社

会厚生は民営化 ・白由化以後のそれと同一であるからである。では,何 故 この

ような興味深 い結果を導 き得たのだろうか。この問題 を理解するためには市場

の失敗(marketfailures)に ついて考えることが有効かもしれない。まず第1

に,3つ のケースの如何に関わらず,不 完全競争による過少生産効果(under-

productioneffect)が ある,,こ の市場の失敗は寡占的相互依存関係及び環境損

害の存在によ り生じる。さらに,第2の 市場の失敗 として,各 企業の生産行動

目的が異なることから生 じる.目 的相違効果(g()a1-differenceeffect)が ある。

これらの市場の失敗に対 して,公 益企業が産業内の財 を安定的に供給 しようと

行動する。 ヒ述 したように,こ れは新規参入者の税負担から生じる産出量低 下

に対して公益企業が産業内において生産補完的な役割 を担 うことにより,不 完

全競争による過少牛産効果の相殺に貢献 しているといえる。,よって,最 適環境

税率の下では企業間の費用構造は等 しくなるごとで,企 業間の産出量 もまた同

一となるひつま り,混 合 クールノー複占及び混合シュタッケルベルグ複占にお
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いて 規 制 当 局 が最 適 環 境 税 を設 定 す る こ とで ,各 企 業 の 産 出 量 は等 し くな るの

で,費 用効 率 的(costef6cient)と い う こ とが で き る,,

IVま と め

本稿では,汚 染排出企業に対 して環境税を課す場合において,最 適環境税率,

各企業の産出水準,環 境損害,利 潤及び社会厚生は,公 益企業 と新規参入企業

がクールノー的行動をとるケース,各 企業が民間企業として利潤最大化行動を

とるケース,公 営企業がシュタッケルベルグ先導者 として行動するケースの如

何に関わ らず,そ れぞれ同一の値になることを表 した。つまりこのことは.1

公益企業 と1参 人企業で形成する混合複占の下で規制当局が最適環境税を各企

業に課す場合においては.規 制当局(ま たは社会)は 公益企業を民営化するイ

ンセンティブを持たない,と いうことを意味する。 というのは,寡 占市場的相

互依存関係及び外部不経済の存在から生じる過少生産効果や口的相違効果に対

して,公 益企業が生産補完的な役割を担い,そ のことが費用効率性につながる

か らである,.、

しか しながら,本 稿の分析結果は,線 形需要関数及び同質の生産技術 とし,

汚染削減努力パラメータを外生的とした単純な仮定に基づ くものであ り,・企業

間の限界費用の異質性,環 境税以外の環境政策(直 接規制や排出権取引制度な

ど),企 業間の協 調行動などの条件の下での混合寡占の分析は今後の課題 とな

ろう。
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